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［
論
稿
］
関
東
大
震
災

被
災
・
救
援
・
復
興
の
証
言
ー
渋
沢
栄
一
、
後
藤
新
平
、
な
ら
び
に
そ
の
周
辺
ー

永
冶
日
出
雄

第
十
三
章

九
月
十
三
日

大
震
災
善
後
会
の
被
災
地
視
察

九
月
十
一
日
に
成
立
し
た
大
震
災
善
後
会
で
は
八
三
名
の
委
員
が
選
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
政
界
・
財
界
等
の
有
力
者
の
な
か
に
は
加

藤
高
明
、
高
橋
是
清
、
黒
田
清
輝
、
大
倉
喜
八
郎
、
団
琢
磨
、
古
河
虎
之
助
、
近
衛
文
麿
、
浅
野
総
一
郎
、
北
里
柴
三
郎
、
等
々
の

著
名
人
も
含
ま
れ
る
。
第
一
回
の
委
員
総
会
に
は
内
務
大
臣
後
藤
新
平
が
列
席
し
、
渋
沢
栄
一
が
挨
拶
し
た
。

大
震
災
善
後
会
第
一
回
委
員
総
会

大
正
十
二
年
九
月
十
五
日
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
当
所
に
於
て
開
会

徳
川
会
長
議
長
席
に
着
き
開
議

徳
川
議
長
よ
り
当
時
ま
で
の
寄
付
金
申
込
の
総
額
の
件
び
に
新
た
に
委
員
依
嘱
の
件
報
告
あ
り
て
承
認

此
の
時
後
藤
内
務
大
臣
の
出
席
あ
り
て
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
の
事
業
経
過
及
帝
都
復
興
に
関
し
詳
細
な
る
報
告
あ
り
た
り

次
ぎ
に
後
藤
子
爵
よ
り
今
回
の
大
震
災
に
対
す
る
寄
付
金
は
成
る
べ
く
寄
付
者
の
意
思
に
も
添
い
又
出
来
得
る
限
り
公
平
な

る
分
配
を
行
い
た
く
、
よ
っ
て
各
自
の
意
思
を
発
表
せ
ら
れ
た
き
旨
を
述
べ
ら
れ
た
る
に
よ
り
、
渋
沢
子
爵
は
直
接
金
銭
に
よ

ら
ず
現
品
を
以
て
分
配
す
る
を
適
当
と
す
る
旨
を
述
べ
ら
れ
た
り
。

渋
沢
子
爵
は
本
会
を
代
表
し
て
震
災
救
済
と
経
済
復
興
と
を
目
的
と
し
て
、
本
会
の
組
織
せ
ら
れ
た
る
こ
と
及
今
後
臨
時
震

『
東
京
商
業
会
議
所
報
』
第
六
巻
、
第
十
号
（
一
九
二
三
年
十
一
月
）。
二
二
ー
二
三
頁
。

①

同
書
。
三
〇
ー
三
一
頁
。

②
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災
救
護
事
務
所
と
は
連
絡
を
と
り
て
、
十
分
活
動
し
た
き
希
望
を
述
べ
ら
れ
た
る
に
対
し
、
後
藤
内
務
大
臣
は
自
ら
毎
日
出
席

す
る
こ
と
は
困
難
な
れ
ど
も
、
代
理
者
を
出
席
せ
し
め
て
も
差
支
え
な
く
今
後
は
充
分
連
絡
を
と
り
て
国
家
の
為
え
大
に
活
躍

せ
ん
こ
と
を
希
望
せ
り
。

渋
沢
子
爵
よ
り
、
大
震
災
善
後
会
寄
付
金
募
集
経
過
並
に
米
国
人
ワ
ナ
メ
ー
カ
ー
氏
よ
り
米
貨
二
万
五
千
弗
の
寄
付
あ
り
た

る
旨
報
告
あ
り
た
り

①

こ
れ
ら
委
員
の
う
ち
二
四
名
を
常
任
と
し
て
、
救
済
部
会
と
経
済
部
会
の
二
部
門
は
頻
繁
に
会
議
を
開
き
、
救
援
の
方
策
と
実
施

を
推
進
す
る
。
と
く
に
青
木
信
光
を
長
と
す
る
救
済
部
会
で
は
、
東
京
市
内
の
罹
災
地
を
視
察
す
る
こ
と
を
十
二
日
に
決
議
し

、
②

翌
日
か
ら
各
地
へ
の
調
査
と
慰
問
を
開
始
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
知
事
や
各
商
業
会
議
所
に
寄
付
金
募
集
へ
の
協
力
を
依
頼
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
た
め
副
会
長
渋
沢
栄
一
に
関
西
へ
の
出
張
を
要
請
し
た
。

第
三
回
救
済
部
会

大
正
十
二
年
九
月
十
三
日
、
午
前
十
時
五
十
分
開
会

青
木
救
済
部
長
議
長
席
に
つ
き
開
議
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決
議
事
項

一
，
罹
災
地
市
内
八
ヵ
所
を
本
日
視
察
す
る
こ
と

一
、
罹
災
民
の
真
情
を
聴
取
し
其
の
方
法
は
適
当
の
箇
所
に
投
書
函
を
設
く
る
こ
と

一
，
今
日
の
急
務
と
し
て
は
罹
災
民
収
容
所
速
成
の
要
あ
り
尚
衣
服
の
配
給
を
急
務
と
す

一
、
各
地
よ
り
の
物
資
は
本
船
に
充
満
し
居
る
も
陸
揚
の
設
備
な
き
を
以
て
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
に
於
て
機
宜
の
措
置
を

講
ぜ
ら
れ
た
き
こ
と

一
，
寄
付
金
は
救
済
部
に
お
い
て
使
用
し
政
府
に
託
す
る
が
如
き
こ
と
は
之
を
為
さ
ざ
る
こ
と

右
の
三
項
は
救
済
部
の
決
議
と
し
て
会
長
に
提
出
す
る
こ
と
長

一
，
自
力
復
旧
罹
災
者
を
援
助
す
る
こ
と

方
法
イ
、
大
工
職
工
員
等
の
上
京
の
便
を
は
か
る
こ
と
、
而
し
て
之
等
の
者
に
対
し
て
は
居
住
の
便
宜
を
与
ふ
る
こ
と

ロ
、
焼
土
の
整
理

ハ
、
救
済
部
の
根
本
方
針
を
確
定
せ
ん
が
為
め
委
員
総
会
の
開
会
を
求
む
る
こ
と

一
，
死
者
収
容
所
及
鮮
人
の
救
済
に
関
す
る
件

右
は
生
存
者
救
済
の
方
法
を
講
じ
た
る
後
之
を
研
究
す
る
こ
と

◯
災
害
地
方
視
察
に
関
す
る
件

九
月
十
三
日
午
後
一
時
よ
り
青
木
救
済
部
長
外
部
員
と
共
に
、
芝
浦
配
給
所
府
立
第
一
中
学
校
、
上
野
両
傷
病
者
救
護
所
京

橋
日
本
橋
焼
跡
隅
田
川
配
給
司
令
部
等
市
内
八
ヶ
所
を
視
察
し
其
の
実
情
を
詳
細
調
査
せ
り
、
九
月
十
六
日
午
前
十
時
よ
り
青

木
救
済
部
長
外
十
名
、
横
浜
震
災
実
況
の
視
察
を
為
し
其
の
実
情
を
詳
細
調
査
し
た
り

- 4/15 -

第
五
回
救
済
部
会

大
正
十
二
年
九
月
十
五
日
、
午
後
三
時
よ
り
当
所
に
於
て
開
会

青
木
救
済
部
長
議
長
席
に
つ
き
開
議

決
議
事
項

一
，
寄
付
金
募
集
の
為
め
渋
沢
副
会
長
を
大
阪
地
方
に
出
張
を
煩
わ
は
す
こ
と

一
，
在
京
新
聞
紙
の
広
告
を
有
償
と
な
す
の
件
は
部
長
に
一
任
す
る
こ
と

一
，
死
体
埋
葬
の
は
可
成
一
定
の
場
所
に
特
定
す
る
こ
と
但
場
所
の
選
定
は
総
務
部
に
一
任
す
る
こ
と

一
，
災
害
に
際
し
犠
牲
的
行
為
を
な
せ
し
者
に
対
す
る
表
彰
は
適
当
な
る
方
法
を
講
ず
る
様
当
局
に
建
議
し
尚
本
会
に
於
て

も
之
を
行
ふ
こ
と

一
，
救
済
方
法
は
現
金
現
品
の
孰
れ
に
す
べ
き
か
又
は
両
者
を
併
用
す
可
き
か
の
件
は
引
続
き
之
を
研
究
す
る
こ
と

一
，
物
価
の
公
定
相
場
を
定
む
る
も
件
は
宿
題
と
し
て
引
続
研
究
す
る
こ
と

一
，
道
路
を
急
速
に
復
旧
の
件
、
本
件
は
宿
題
と
し
て
引
続
き
之
を
研
究
す
る
こ
と

第
六
回
救
済
部
会

九
月
十
七
日
午
前
十
一
時
よ
り
当
所
に
於
て
開
会

青
木
救
済
部
長
議
長
席
に
つ
き
開
議



同
書
。
三
一
ー
三
二
、
三
四
頁
。

①
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決
議
事
項

一
，
副
会
長
中
一
名
の
出
張
を
乞
い
大
阪
、
京
都
、
神
戸
、
名
古
屋
の
各
商
業
会
議
所
会
頭
及
知
事
を
訪
問
し
て
寄
付
金
募

集
を
依
頼
す
る
こ
と

一
，
横
浜
市
へ
木
材
、
釘
等
の
建
築
材
料
及
器
具
を
速
に
供
給
す
べ
き
こ
と
を
当
局
に
交
渉
す
る
こ
と

一
，
主
要
道
路
復
旧
に
関
す
る
件
は
当
局
の
意
見
を
聴
取
し
た
る
後
、
適
当
な
る
方
法
を
採
る
こ
と

一
、
横
浜
港
内
を
速
か
に
整
理
し
東
京
方
面
に
陸
揚
す
可
き
物
資
を
も
横
浜
港
内
に
於
て
荷
役
す
る
こ
と
及
海
陸
の
連
絡
を

速
に
す
る
こ
と
を
当
局
に
交
渉
す
る
こ
と

一
，
東
京
横
浜
間
の
道
路
復
旧
を
迅
速
に
す
可
き
こ
と
を
当
局
に
交
渉
す
る
こ
と

一
，
畳
表
廉
売
の
申
込
者
あ
り
之
は
杉
原
委
員
よ
り
市
に
交
渉
し
公
設
市
場
に
於
て
販
売
せ
し
む
る
こ
と

①

か
く
し
て
大
震
災
善
後
会
で
は
九
月
十
三
日
か
ら
、
徳
川
会
長
を
は
じ
め
役
員
・
常
任
委
員
に
よ
り
、
罹
災
地
の
被
災
地
の
視
察

と
慰
問
が
開
始
さ
れ
た
。
九
月
十
三
日
と
十
月
二
日
に
は
警
視
庁
や
東
京
市
役
所
の
案
内
で
上
野
、
浅
草
、
本
所
を
、
九
月
の
十
六

日
と
二
十
日
に
は
横
浜
を
、
さ
ら
に
九
月
の
二
七
日
に
は
小
田
原
を
訪
問
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
十
月
七
日
に
は
傷
病
者
を
収
容

す
る
池
之
端
救
療
所
を
と
く
に
訪
問
し
、
大
惨
事
を
惹
起
し
た
本
所
被
服
廠
で
犠
牲
者
を
哀
悼
し
た
。
な
お
、『
大
震
災
善
後
会
報

告
書
』
の
当
該
項
目
に
渋
沢
の
名
も
見
出
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
高
齢
の
た
め
一
行
へ
の
参
加
は
自
重
す
る
。
た
だ
し
、
善
後
会
の

「
渋
沢
子
爵
親
話
日
録
第
一
」『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
三
一
巻
、
四
〇
二
ー
四
〇
三
頁
。

①
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活
動
と
別
途
に
渋
沢
は
十
一
月
十
七
日
秘
書
渡
辺
得
男
と
と
も
に
日
比
谷
公
園
の
バ
ラ
ッ
ク
を
視
察
し
た
。
埼
玉
県
人
山
口
六
郎
次

の
立
案
に
よ
る
救
護
品
支
給
の
現
状
を
実
見
す
る
た
め
で
あ
る
。
①

善
後
会
に
よ
る
被
災
地
へ
の
視
察

大
震
災
被
害
状
況
の
視
察
、
罹
災
者
の
慰
問
を
為
し
併
せ
て
救
護
状
況
、
物
資
配
給
の
実
情
及
寄
付
金
使
途
事
業
其
他
社
会

事
業
視
察
の
為
徳
川
会
長
、
粕
谷
、
渋
沢
両
副
会
長
、
其
他
委
員
、
幹
事
等
罹
災
各
地
に
出
張
し
た
り
其
概
況
左
の
如
し

一

大
正
十
二
年
九
月
十
三
日
（
東
京
市
内
）

青
木
救
済
部
長
、
黒
田
、
東
郷
、
伊
東
、
秋
田
、
杉
原
、
頼
母
木
の
各
救
済
委
員
其
他
長
貴
族
院
、
原
田
衆
議
院
両
書
記
官
、

岡
田
衆
議
院
属
及
内
海
東
京
商
業
会
議
所
書
記
等
の
一
行
は
警
視
庁
衛
生
課
員
の
案
内
に
て
午
後
一
時
よ
り
市
内
の
府
立
第
一

中
学
校
内
傷
病
者
救
護
所
、
浜
離
宮
内
避
難
所
、
上
野
避
難
所
及
池
之
端
傷
病
者
収
容
所
に
到
り
罹
災
者
の
収
容
状
況
を
視
察

す
る
と
共
に
罹
災
者
を
慰
問
し
又
芝
浦
配
給
司
令
部
及
隅
田
川
配
給
司
令
部
に
お
い
て
物
資
供
給
状
況
を
、
京
橋
日
本
橋
両
区

内
、
浅
草
公
園
お
よ
び
吉
原
遊
郭
の
被
害
状
況
を
夫
々
視
察
し
本
所
浅
草
両
仮
区
役
所
に
就
き
教
護
施
設
の
状
況
を
聴
取
し
た

り

二
、
九
月
十
六
日
（
横
浜
方
面
）

青
木
救
済
部
長
、
杉
原
、
東
郷
、
馬
越
、
上
山
、
団
、
黒
田
、
秋
田
、
伊
沢
の
各
救
済
委
員
、
中
村
、
服
部
両
幹
事
其
他
天
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宅
社
会
局
書
記
官
、
井
上
衆
議
院
属
、
内
海
、
吉
田
、
岩
崎
の
各
東
京
商
業
会
議
所
書
記
等
の
一
行
は
正
午
神
奈
川
県
庁
着
安

河
内
知
事
及
渡
辺
市
長
の
案
内
に
て
横
浜
港
波
止
場
倉
庫
に
到
り
小
林
海
軍
少
将
よ
り
食
料
品
陸
揚
の
状
況
、
港
内
被
害
の
状

況
及
市
内
警
備
方
法
を
聴
取
し
夫
れ
よ
り
山
下
町
、
伊
勢
佐
木
町
通
の
惨
害
を
視
察
し
最
後
に
傷
病
者
療
養
所
を
訪
ひ
て
慰
問

の
辞
を
述
べ
午
後
三
時
半
解
団
各
自
帰
京
の
途
に
就
け
り

三
，
九
月
二
十
日
（
横
浜
方
面
）

徳
川
会
長
、
粕
谷
副
会
長
、
松
田
、
島
田
両
委
員
、
河
井
幹
事
其
他
伊
藤
内
務
省
参
事
官
の
一
行
は
午
前
十
一
時
神
奈
川
県

庁
着
安
河
内
知
事
及
渡
辺
市
長
よ
り
被
害
並
救
護
の
状
況
を
聴
取
し
た
る
後
其
案
内
に
て
波
止
場
、
税
関
構
内
に
到
り
神
鞭
税

関
長
よ
り
其
被
害
状
況
を
聴
取
し
且
視
察
の
上
山
下
町
下
町
通
り
の
被
害
状
況
を
視
察
し
て
横
浜
復
興
会
に
到
り
生
糸
取
引
の

現
状
に
付
き
原
会
長
よ
り
詳
細
な
る
説
明
を
聴
き
次
て
伊
勢
佐
木
町
の
被
害
状
況
を
視
察
し
根
岸
赤
十
字
社
病
院
及
岡
野
町
済

生
会
病
院
に
到
り
罹
災
負
傷
者
の
慰
問
を
為
し
最
後
に
高
島
町
神
奈
川
県
匤
済
会
横
浜
社
会
館
の
救
護
施
設
を
詳
細
視
察
し
午

後
五
時
帰
京
せ
り

四
，
九
月
二
十
七
日
（
小
田
原
方
面
）

東
郷
救
済
部
委
員
お
よ
び
団
貴
族
院
属
は
午
前
六
時
東
京
発
途
中
馬
入
、
酒
匂
の
両
橋
不
通
徒
歩
連
絡
の
為
め
多
大
の
時
間

を
要
し
漸
く
正
午
小
田
原
着
足
柄
下
郡
役
所
、
小
田
原
町
役
場
及
同
警
察
署
を
訪
問
し
同
地
方
面
に
於
け
る
被
害
、
救
護
及
び

物
資
殊
に
食
料
品
、
建
築
材
料
の
配
給
等
の
状
況
を
聴
取
且
視
察
し
午
後
三
時
同
地
発
帰
京
せ
り

五
，
十
月
二
日
（
東
京
市
内
）

黒
田
救
済
、
阪
谷
経
済
両
部
長
、
小
川
、
伊
沢
、
青
木
、
杉
原
、
賴
母
木
、
田
中
、
添
田
（
敬
）
、
鳩
山
の
各
委
員
、
河
井
、

中
村
両
幹
事
其
他
塚
本
内
務
事
務
官
及
井
上
衆
議
院
属
の
一
行
は
東
京
市
役
所
吏
員
の
案
内
に
て
午
後
一
時
よ
り
池
之
端
救
護

『
大
震
災
善
後
会
報
告
書
』
一
九
二
四
年
。
四
一
九
ー
四
二
二
頁
。

①

東
京
市
衛
生
課
編
『
東
京
市
震
災
衛
生
救
療
誌
』
一
九
二
五
年
。
七
七
ー
七
八
頁
。

②
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所
及
同
バ
ラ
ッ
ク
を
訪
問
し
罹
災
者
の
収
容
状
況
を
聴
取
し
且
慰
問
を
為
し
夫
れ
よ
り
隅
田
駅
に
到
り
木
材
、
食
料
配
給
を
視

察
し
た
り

次
て
本
所
被
服
廠
跡
に
て
焼
死
者
霊
場
を
弔
し
午
後
四
時
解
団
し
た
る
か
一
部
は
更
に
芝
浦
配
給
司
令
部
に
到
り

物
資
ノ
配
給
状
況
を
視
察
し
た
り

①

九
月
一
日
大
震
火
災
が
勃
発
す
る
や
、
東
京
市
市
役
所
は
衛
生
課
官
員
と
療
養
所
所
員
を
主
体
と
し
、
臨
時
職
員
を
補
強
し
て
救

護
班
を
組
織
し
、外
来
診
察
と
巡
回
救
療
に
着
手
す
る
。市
役
所
構
内
に
収
容
し
た
大
勢
の
避
難
者
に
も
傷
病
者
が
含
ま
れ
る
た
め
、

青
山
北
町
の
電
気
局
教
習
所
を
仮
収
容
所
に
転
用
し
、
二
日
か
ら
看
護
と
治
療
を
開
始
し
た
。
さ
ら
に
上
野
公
園
池
之
端
な
る
平
和

博
覧
会
外
国
館
跡
を
七
日
よ
り
臨
時
救
療
所
に
当
て
る
。
九
月
一
三
日
大
震
災
善
後
会
の
一
行
が
視
察
に
訪
れ
、
さ
ら
に
二
八
日
貞

明
皇
后
の
行
啓
を
仰
い
た
の
は
、
こ
の
池
之
端
救
療
所
で
あ
る
。

東
京
市
衛
生
課
編
纂
に
よ
る
『
東
京
市
震
災
衛
生
救
療
誌
』

②

に
は
同
救
護
所
へ
派
遣
さ
れ
た
あ
る
医
員
の
回
想
が
収
録
さ
れ
る
。

此
建
物
は
一
ヶ
月
後
に
開
催
す
る
万
国
博
覧
会
参
加
三
十
年
記
念
博
覧
会
に
使
用
す
る
目
的
な
り
し
を
以
て
普
請
中
の
材
木

等
尚
推
積
し
居
れ
り
。
然
る
に
今
回
の
震
災
に
遭
い
、
陳
列
棚
の
硝
子
障
子
は
墜
落
、
全
部
破
壊
し
て
雑
然
た
る
光
景
を
呈
し

居
る
れ
り
、
其
間
に
無
数
の
避
難
民
が
遁
れ
込
み
、
後
方
の
建
物
（
後
の
所
謂
本
館
）
の
ほ
か
殆
ど
全
部
に
亙
り
普
請
用
板
を
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持
出
し
て
土
間
に
並
べ
、
筵
を
得
た
る
も
の
は
そ
れ
を
敷
き
と
な
し
，
或
い
は
家
族
一
緒
に
荷
物
を
纏
め
て
一
戸
を
構
え
た
る

如
く
占
居
し
居
る
も
の
幾
百
人
と
併
立
せ
り
。
之
を
臨
時
病
院
と
し
て
開
始
す
る
に
当
り
館
内
の
取
片
付
け
、
避
難
民
の
立
退

き
等
に
一
方
な
ら
ざ
る
手
数
を
要
し
、
加
う
る
に
食
料
品
、
飲
料
水
、
薬
品
等
を
得
る
に
多
大
の
困
難
を
感
じ
し
を
、
以
て
閣

員
は
各
方
面
を
奔
走
し
て
之
を
得
る
に
尽
力
せ
り
。
然
る
に
物
資
不
足
の
際
に
も
拘
わ
ら
ず
、
急
速
に
臨
時
病
院
と
し
て
の
設

備
を
整
え
、
最
初
よ
り
多
数
押
寄
せ
来
た
り
し
傷
病
者
を
収
容
し
、
幸
い
に
救
急
の
実
を
挙
げ
得
た
る
は
関
係
諸
係
員
一
同
の

斡
旋
と
奮
闘
努
力
に
負
う
所
大
な
り
と
す
。

本
建
物
借
受
け
の
交
渉
成
る
や
衛
生
課
に
於
い
て
は
直
ち
に
臨
時
委
員
を
派
遣
し
、
館
内
の
一
部
を
占
居
し
て
救
療
を
開
始

せ
り
。
時
は
是
れ
大
正
十
二
年
九
月
七
日
に
し
て
、
即
ち
大
震
災
後
三
日
に
亘
り
て
市
中
に
延
焼
し
て
余
燼
未
だ
消
え
去
ら
ず
、

且
つ
一
日
二
百
数
十
回
の
余
震
来
た
り
て
、
不
穏
の
流
説
さ
え
伝
わ
り
、
人
心
極
度
に
安
定
を
欠
き
、
通
信
交
通
、
運
輸
の
途

絶
へ
自
動
車
の
外
は
皆
徒
歩
に
依
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
の
時
な
り
き
。

九
月
八
日
衛
生
課
よ
り
二
名
の
事
務
員
、
人
夫
を
引
率
し
て
出
張
し
、
大
久
保
隔
離
所
に
収
容
中
の
患
者
数
名
を
移
送
し
来

れ
り
。〔
中
略
〕

今
左
に
九
月
七
日
に
初
め
て
衛
生
課
よ
り
派
遣
せ
ら
れ
た
る
一
医
員
の
談
を
記
し
、
当
時
の
光
景
を
叙
せ
ん
。

九
月
七
日
午
後
三
時
二
名
の
医
員
は
看
護
婦
二
名
お
よ
び
人
夫
二
名
に
寝
具
用
筵
十
枚
と
「
東
京
臨
時
救
療
所
」
と
記
せ
る

門
札
を
担
わ
せ
、
市
役
所
よ
り
老
衰
患
者
（
女
）
二
名
を
伴
い
、
貨
物
自
動
車
を
利
用
し
て
池
之
端
に
至
れ
り
。

当
時
該
建
物
前
館
内
は
数
百
名
の
避
難
者
群
居
し
、
喧
騒
混
乱
を
極
め
居
た
り
。
医
員
は
直
に
産
業
協
会
事
務
所
に
到
り
来

意
を
通
せ
し
も
、
当
日
出
勤
中
の
事
務
員
等
は
未
だ
市
当
局
と
の
交
渉
顛
末
を
知
ら
ず
し
て
、
建
物
引
渡
し
を
拒
絶
し
た
る
故
、

止
む
を
え
ず
医
員
は
テ
ー
ブ
ル
一
個
椅
子
一
脚
を
借
受
け
、
前
面
の
建
物
（
所
謂
前
館
）
入
口
に
門
札
を
建
て
、
避
難
中
の
傷
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病
者
に
治
療
を
開
始
せ
り
。
当
時
は
各
種
の
団
体
に
於
い
て
も
市
内
到
る
処
各
所
に
診
療
所
を
設
け
、
傷
病
者
救
護
に
尽
力
中

な
り
し
が
、
一
度
東
京
市
の
診
療
所
開
始
せ
ら
る
る
や
、
患
者
は
一
時
に
此
方
に
殺
到
せ
り
。
然
れ
共
医
員
ら
市
役
所
よ
り
携

え
た
る
救
療
用
の
衛
生
材
料
薬
品
と
し
て
は
唯
一
の
医
筺
中
に
使
用
残
り
の
ア
ス
ピ
リ
ン
健
胃
散
、
硝
酸
ビ
ス
シ
ッ
ト
、
ド
ー

フ
ィ
ル
散
其
他
二
三
の
薬
品
と
、
外
科
用
と
し
て
繃
帯
ガ
ー
ゼ
脱
脂
綿
の
他
唯
一
の
外
用
薬
品
と
し
て
硼
散
軟
膏
を
有
せ
し
の

ほ
う
さ
ん

み
な
り
。
而
も
救
療
を
乞
う
患
者
殺
到
し
て
日
没
ま
で
に
四
十
余
名
に
手
当
を
加
え
た
り
。
こ
の
日
市
役
所
の
吏
員
が
当
建
物

の
向
い
側
の
旧
動
力
館
跡
に
診
察
に
従
事
し
居
る
医
師
あ
る
を
認
め
、
人
を
し
て
問
わ
し
め
た
る
に
、
そ
の
人
は
池
之
端
付
近

に
住
す
る
歯
科
医
某
に
し
て
、
傷
病
者
の
多
数
が
何
等
の
手
当
も
受
け
得
ず
し
て
苦
悶
す
る
を
見
る
に
忍
ば
ず
、
素
人
療
治
を

始
め
た
る
も
の
な
り
と
。
然
る
に
只
今
市
当
局
が
救
護
所
を
設
け
、
医
員
看
護
婦
を
派
遣
し
、
救
療
を
開
始
せ
る
こ
と
を
聞
き

て
大
い
に
喜
び
、
直
ち
に
患
者
全
部
を
当
所
に
引
渡
し
て
引
上
げ
た
り
。
之
を
以
て
見
る
も
、
如
何
に
当
時
の
罹
災
傷
病
者
が

医
療
を
渇
望
し
居
た
り
し
や
を
知
る
に
足
る
べ
し
。

日
没
に
至
り
て
も
な
お
患
者
は
来
集
せ
し
も
此
処
に
は
燈
火
の
設
備
な
く
、
殊
に
さ
き
に
連
れ
来
た
る
患
者
二
名
及
職
員
の

食
料
も
な
き
た
め
、
ひ
と
ま
ず
診
察
を
中
止
せ
り
。
然
る
に
こ
の
二
名
の
老
衰
患
者
は
夜
に
入
り
て
も
食
料
の
配
給
せ
ら
れ
ざ

る
が
た
め
、
自
分
等
を
欺
き
て
市
役
所
内
よ
り
上
野
の
一
隅
に
連
れ
出
し
た
る
と
、
怒
り
か
つ
泣
き
当
局
の
不
親
切
を
詰
め
よ

り
、
即
時
市
役
所
ま
で
連
れ
帰
れ
、
と
暗
中
に
泣
き
叫
び
て
医
員
看
護
婦
を
苦
し
め
し
が
、
よ
う
や
く
一
看
護
婦
の
機
転
に
て

罹
災
民
に
配
給
せ
ら
れ
た
る
握
飯
を
貰
い
受
け
て
、
彼
等
に
与
え
慰
撫
に
努
め
漸
く
事
な
き
を
得
た
り
。

医
員
等
は
産
業
協
会
事
務
員
と
交
渉
を
遂
げ
て
差
し
当
り
本
館
後
側
の
大
建
物
を
使
用
す
る
事
と
し
、
久
し
く
使
用
せ
ざ
り

し
館
内
の
塵
埃
硝
子
破
片
木
材
の
屑
等
を
少
し
く
取
り
片
付
け
、
土
間
に
筵
を
敷
き
、
一
枚
を
丸
め
て
枕
の
代
用
と
し
て
一
夜

を
過
さ
し
め
、
職
員
の
み
は
事
務
所
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
一
夜
を
過
せ
り
。
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翌
八
日
朝
医
員
及
看
護
婦
は
約
二
丁
隔
り
た
る
池
之
端
七
軒
町
松
坂
屋
寄
宿
舎
裏
手
の
井
戸
に
到
り
洗
面
し
、
帰
途
バ
ケ
ツ

に
一
杯
の
水
を
汲
み
来
り
て
、
患
者
に
始
め
て
飲
料
水
を
給
せ
り
。

病
院
開
設
の
最
初
に
着
手
す
べ
き
は
病
床
の
設
備
な
り
き
。
一
時
に
多
数
送
り
来
る
患
者
を
引
受
け
て
遺
憾
な
か
ら
し
む
る

た
め
湘
南
木
工
所
の
大
工
を
督
励
し
て
急
遽
寝
台
の
工
事
を
急
が
せ
た
る
が
、
当
時
の
館
内
は
硝
子
の
破
片
其
他
破
壊
せ
る
物

品
の
散
乱
せ
る
中
に
こ
れ
ら
取
付
け
の
人
夫
等
の
右
往
左
往
す
る
物
音
と
叫
び
声
大
工
作
業
の
混
雑
に
交
り
、
名
状
す
べ
か
ら

ざ
る
騒
音
を
発
せ
り
。
こ
の
な
か
に
土
間
に
筵
敷
の
ま
ま
呻
吟
す
る
傷
病
者
は
実
に
見
る
も
悲
惨
の
も
の
な
り
き
。
然
る
に
こ

の
急
造
寝
台
の
出
来
上
が
る
に
従
い
、
順
次
患
者
を
土
間
よ
り
移
せ
る
を
以
て
、
患
者
は
こ
の
粗
造
の
寝
台
を
当
時
は
玉
台
の

如
く
喜
び
合
え
り
。
該
陳
列
台
工
事
は
患
者
送
入
に
幾
分
先
ん
じ
て
進
捗
せ
る
を
以
て
、
数
日
の
後
に
は
土
間
に
筵
を
敷
い
て

睡
眠
せ
し
め
た
る
看
護
婦
を
も
こ
の
竣
工
せ
る
陳
列
台
の
余
裕
あ
る
場
所
へ
上
ら
し
め
、
看
護
の
便
を
与
え
る
事
を
得
た
り
。

こ
の
陳
列
台
ベ
ッ
ド
は
そ
の
後
来
館
者
の
斎
し
く
注
目
し
て
、
臨
時
の
処
置
を
称
讃
せ
し
が
、
畏
く
も
皇
后
陛
下
が
行
啓
の
際

に
も
こ
れ
に
就
て
御
言
葉
を
賜
り
た
り
。
〔
中
略
〕
炊
事
場
及
職
員
食
堂
は
中
庭
に
天
幕
を
張
り
て
そ
の
用
に
当
て
、
後
日
に

い
た
り
博
覧
会
当
時
の
旧
料
理
場
を
改
造
し
て
炊
事
場
と
な
し
、
食
堂
は
バ
ラ
ッ
ク
式
の
建
造
に
取
掛
り
し
も
竣
工
に
手
間
取

り
て
、
十
月
三
一
日
迄
職
員
は
不
便
を
忍
び
て
天
幕
内
に
半
立
食
の
状
態
を
継
続
せ
り
。

食
料
品
は
最
初
玄
米
の
握
飯
を
与
え
、
つ
い
で
半
搗
米
に
代
え
た
り
。
但
し
患
者
に
対
し
て
は
一
般
罹
災
者
よ
り
も
速
や
か

に
玄
米
を
中
止
す
る
こ
と
に
努
め
た
る
も
、
多
数
患
者
に
配
す
べ
き
食
器
の
供
給
不
足
な
り
し
た
め
、
握
飯
と
し
て
与
え
る
よ

り
外
な
か
り
し
も
、
十
一
月
二
十
日
に
至
り
琺
瑯
引
皿
六
百
枚
を
得
て
、
飯
を
盛
り
渡
す
こ
と
を
得
、
更
に
十
二
月
四
日
丼
一

『
東
京
市
震
災
衛
生
救
療
誌
』
八
六
ー
九
一
頁
。

①

『
大
震
災
善
後
会
報
告
書
』
四
二
五
ー
四
二
七
頁
。

②
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千
個
配
給
せ
ら
れ
し
よ
り
爾
来
飯
菜
と
も
食
器
に
盛
り
て
供
給
す
る
こ
と
に
改
め
た
り
。

①

他
方
横
浜
に
つ
い
て
は
九
月
十
六
日
と
二
十
日
善
後
会
一
行
の
視
察
が
な
さ
れ
、
横
浜
港
の
被
害
や
市
街
中
心
部
の
惨
状
が
確
認

さ
れ
る
。
救
済
事
業
の
範
囲
と
対
象
が
拡
大
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
翌
年
の
三
月
に
も
徳
川
会
長
な
ど
役
員
が
横
浜
に
赴
き
、
病
院
、

授
産
所
、
託
児
所
等
を
訪
れ
た
。

『
大
震
災
善
後
会
報
告
書
』
に
は
救
護
対
象
の
一
端
と
し
て
横
浜
市
関
連
が
つ
ぎ
の
よ
う
に

②

記
載
さ
れ
る
。

横
浜
市
の
産
院
お
よ
び
託
児
所
へ
の
救
護

本
会
よ
り
横
浜
市
に
対
し
震
災
救
護
資
金
と
し
て
交
付
し
た
る
金
額
は
第
一
回
十
五
万
円
、
第
二
回
十
万
円
計
二
五
万
円
に

し
て
同
市
に
於
い
て
は
第
一
回
分
十
五
万
円
の
内
万
円
を
産
院
建
設
費
に
四
万
五
千
円
を
職
業
補
導
建
設
費
に
、
二
万
円
を
託

児
所
二
ヶ
所
建
設
費
に
又
第
二
回
十
万
円
は
其
内
三
万
二
八
六
円
を
労
働
合
宿
所
建
設
費
に
、
二
万
九
七
一
四
円
を
公
衆
集
会

所
建
設
費
に
、
其
残
額
四
万
円
は
婦
人
授
産
所
建
設
費
に
夫
々
充
当
し
た
り
斯
く
て
此
等
震
災
救
護
及
復
興
事
業
を
遂
行
し
て

孰
れ
も
い
ず
れ
も
良
好
の
成
果
を
収
め
得
た
り
。
事
業
の
経
過
及
成
績
の
大
要
左
の
如
し

（
一
）
産
院
建
設

大
震
災
の
恐
怖
が
妊
婦
の
肉
体
上
及
精
神
上
に
与
え
た
る
影
響
は
妊
婦
自
体
に
留
ま
ら
ず
し
て
其
の
胎
児
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に
迄
及
び
た
る
所
至
大
な
る
も
の
あ
り
。
而
し
て
災
後
病
院
の
再
興
遅
々
と
し
て
進
ま
ざ
る
の
み
な
ら
ず
妊
産
婦
を
収
容
す
べ

き
施
設
乏
し
い
く
し
て
罹
災
の
産
婦
は
バ
ラ
ッ
ク
内
に
て
産
褥
の
呻
吟
を
訴
え
る
も
の
漸
く
多
く
を
見
る
。
こ
こ
に
於
て
之
が

救
済
の
た
め
産
院
建
設
の
計
画
を
樹
て
本
会
交
付
金
の
内
七
万
円
を
之
に
充
当
し
て
建
設
費
に
二
万
八
八
五
〇
円
を
、
其
他
事

業
費
に
其
の
残
額
を
支
出
し
た
り
。
該
産
院
は
市
の
経
営
に
係
り
横
浜
市
産
院
と
称
し
同
市
西
戸
部
町
小
松
原
七
二
一
番
地
に

在
り
。
胎
児
及
母
性
の
保
護
を
目
的
と
し
罹
災
民
保
護
の
一
助
た
ら
し
む
。
建
物
は
木
造
平
家
建
建
坪
一
四
五
坪
、
病
室
十
室

其
他
事
務
室
、
患
者
控
室
、
診
察
兼
医
務
室
、
調
剤
室
、
宿
直
室
、
看
護
婦
控
室
、
浴
室
兼
洗
濯
所
、
隔
離
室
、
屍
室
、
消
毒

室
、
賄
室
、
手
術
室
等
各
一
室
あ
り
。
職
員
は
院
長
、
医
長
、
事
務
長
、
事
務
員
、
薬
剤
員
各
一
名
、
助
産
婦
三
名
、
看
護
婦

二
名
に
し
て
外
来
診
察
、
入
院
診
療
の
二
種
と
し
入
院
料
を
徴
せ
ず
食
費
薬
価
等
一
切
無
料
と
す
。

大
正
十
三
年
四
月
七
日
開
院
、
漸
次
入
院
者
及
外
来
診
察
者
増
加
を
来
し
た
る
が
殊
に
八
月
に
は
満
員
の
為
め
入
院
希
望
者

を
拒
絶
す
る
の
止
む
な
き
状
況
な
り
き
。
而
し
て
入
院
者
中
に
は
比
較
的
異
常
産
或
い
は
分
娩
の
容
易
な
ら
ざ
る
徴
候
あ
る
妊

婦
多
数
に
上
り
、
又
婦
人
科
病
者
の
診
察
を
乞
う
者
に
対
し
て
は
特
に
之
が
診
察
を
為
し
た
り
。
尚
当
初
は
全
然
無
料
に
て
診

療
せ
し
も
、
漸
次
復
興
の
域
に
達
し
、
一
般
家
庭
に
あ
り
て
も
家
計
の
状
態
恢
復
に
向
い
つ
つ
あ
る
を
以
て
、
十
月
以
降
は
特

に
家
計
困
難
な
る
罹
災
者
に
限
り
、
其
他
は
食
費
を
自
弁
せ
し
む
る
こ
と
と
せ
り
。
将
来
は
該
病
院
を
同
市
立
十
全
病
院
に
付

属
せ
し
め
、
追
っ
て
婦
人
科
を
併
置
し
、
相
当
治
療
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
永
続
経
営
の
方
針
な
り
。〔
中
略
〕

（
三
）
託
児
所
二
ヶ
所
建
設

少
額
収
入
者
の
子
女
を
預
り
、
其
父
母
を
し
て
後
顧
の
憂
な
く
労
働
に
従
事
せ
し
め
、
且
子

女
に
充
分
な
る
知
育
及
体
育
を
授
け
る
た
め
、
同
市
は
震
災
前
よ
り
富
士
見
町
及
中
村
町
の
二
ヶ
所
に
託
児
所
を
設
置
し
爾
来

相
当
の
成
績
を
挙
げ
来
り
し
が
、
這
回
の
震
災
に
因
り
建
物
一
切
を
鳥
有
に
帰
せ
し
め
た
り
。
然
る
に
廃
墟
に
等
し
き
同
市
の

市
民
生
活
は
極
度
に
窮
迫
し
、
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
に
於
け
る
罹
災
民
子
女
の
健
康
状
態
は
著
し
く
低
下
し
、
其
死
亡
率
は
漸
次
増
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加
の
傾
向
を
示
す
に
至
り
、
し
か
も
一
面
に
お
い
て
同
市
の
復
旧
は
罹
災
民
に
直
面
せ
る
事
業
と
し
て
い
や
し
く
も
働
き
得
る

者
は
奮
然
と
し
て
立
ち
働
か
ざ
る
秋
に
際
会
せ
り
。
是
等
人
々
の
就
業
上
支
障
と
な
る
べ
き
乳
幼
児
の
受
託
保
育
は
児
童
の
健

全
な
る
発
育
を
全
か
ら
し
む
る
と
共
に
、
働
く
者
に
対
し
面
接
し
た
る
刻
下
の
緊
要
事
た
り
き
。
よ
っ
て
右
二
託
児
所
の
復
興

を
企
画
し
、
本
会
交
付
金
の
内
二
万
円
を
以
て
其
経
費
に
充
当
し
其
建
設
費
に
一
万
六
二
〇
〇
円
を
、
其
残
額
を
事
業
費
に
支

出
し
た
り
。
該
事
業
は
市
営
に
係
り
市
内
居
住
者
の
学
齢
未
満
の
幼
児
及
生
後
六
ヶ
月
以
上
の
乳
児
を
受
託
し
、
午
前
六
時
よ

り
午
後
六
時
迄
保
母
四
名
、
事
務
員
一
名
を
以
て
保
育
及
業
務
に
当
た
ら
し
む
。
而
し
て
一
般
幼
稚
園
の
課
程
に
準
じ
之
を
訓

育
し
、
其
科
目
は
遊
戯
、
唱
歌
、
談
話
、
手
技
等
な
り
。

①

中
村
託
児
所

同
市
中
村
区
住
宅
敷
地
内
に
在
り
、
建
物
建
坪
九
十
坪
に
し
て
内
十
二
坪
の
露
台
あ
り
。
遊
戯
室
は
戸

外
運
動
場
の
中
央
に
面
し
児
童
の
内
外
運
動
に
適
せ
り
。
玄
関
の
右
側
に
事
務
室
、
食
堂
、
午
睡
室
を
設
け
、
左
側
に
保
母
室
、

湯
沸
室
、
浴
室
を
備
え
た
り
。
大
正
十
三
年
一
月
其
付
近
な
る
堀
内
町
宝
生
寺
の
一
部
を
借
受
け
事
業
を
開
始
す
。
其
当
時
に

於
て
は
市
の
状
態
復
旧
せ
ず
、
児
童
を
委
託
す
る
も
の
極
め
て
少
数
に
し
て
僅
か
に
四
十
名
内
外
な
り
し
も
三
月
に
至
り
て
は

七
十
名
と
な
り
、
漸
次
増
加
の
傾
向
を
示
す
に
至
れ
り.

。
中
村
町
の
建
築
竣
成
を
待
て
六
月
一
日
之
に
移
転
し
、
設
備
の
完

成
と
あ
い
ま
っ
て
児
童
の
収
容
力
を
増
加
し
今
日
に
及
べ
り
。

②
富
士
見
町
託
児
所

同
市
富
士
見
町
一
丁
目
三
番
地
に
在
り
て
建
物
は
六
三
坪
余
の
木
造
平
家
建
な
り
。
大
広
間
の
遊
戯

室
の
前
に
は
広
き
空
地
を
控
え
戸
外
遊
技
場
と
相
ま
っ
て
児
童
の
運
動
に
便
せ
し
む
。
他
に
事
務
室
、
保
母
室
、
寝
室
、
食
堂
、

小
使
室
等
の
設
備
あ
り
。
廊
下
及
湯
呑
場
は
可
及
的
広
き
設
備
を
為
し
、
屋
内
自
由
運
動
に
注
意
を
払
い
た
り
。
大
正
十
三
年

三
月
二
一
日
復
旧
建
築
落
成
と
同
時
に
開
所
す
。
其
当
時
託
児
数
も
僅
々
二
、
三
十
名
な
り
し
も
四
月
に
至
り
て
五
十
名
、
六
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月
に
至
り
て
六
十
名
と
漸
次
増
加
し
、
良
好
の
成
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
り
。

①

初
出

二
〇
二
三
年
十
二
月
十
四
日


